
MORIO Pay プレミアム商品券 2026 発行事業約款 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 盛岡 Value City 株式会社の発行する MORIO Pay プレミアム商品券 2026（以下「商

品券」という。）は、物価高騰等の影響により家計負担が大きくなっている生活者を支援

し、落ち込んだ消費活動を喚起することにより、地域の事業者を支援し、地域経済の維持

を図るとともに、地域循環型の経済を実現することを目的とする。 

２ 本事業の実施に関しては、この約款に定めるところによる。 

 

（発行者） 

第２条 商品券の発行者は盛岡 Value City 株式会社とする。 

 

（実施期間） 

第３条 本事業の実施期間は、令和８年３月１５日から令和９年２月２８日までとする。 

 

（発行総額等） 

第４条 商品券の発行総額は、１０億８百万円とする。 

２ 発行総額のうち、販売総額を８億円とし、販売総額に対する２０％のプレミアム分とな

る上乗せ総額を１億６千万円とする。 

３ 発行総額のうち、別に定めるリフォーム支援事業実施要項に基づき交付する商品券の発

行総額は４千８百万円とする。 

 

（商品券の販売内容等） 

第５条 商品券の種類は、アプリ型の１種類とする。 

２ 商品券は１，２００円分を１セットとし、１，０００円で販売する。 

３ 商品券は商品券の登録店舗であれば、いずれの登録店舗であっても利用可能な共通券と

する。 

 

（券面記載事項） 

第６条 商品券は次の事項をアプリ内に記載する。 

（１）発行者（盛岡 Value City 株式会社） 

（２）金額、利用期間 

（３）利用に当たっての制限 

（４）紛失、盗難等の免責 

（５）約款の存在 

 



第２章 商品券の販売 

（購入対象者） 

第７条 商品券の購入者は制限を設けないものとする。 

２ 商品券を購入するには、盛岡 Value City 株式会社が発行する購入通知の所持を要するも

のとする。 

 

（購入の事前申込及び購入通知） 

第８条 商品券の購入を希望する者は、盛岡 Value City 株式会社に対して、MORIO Pay ア

プリから事前に申込を行うものとする。 

２ 盛岡 Value City 株式会社は、前項に規定する申込を受理したときは、厳正なる抽選を行

った上で、当選者に対して購入通知を発行する。 

３ 第１項に規定する申込の受理を行う期間は、次の各号に示すとおりとする。 

（１）第１期募集 令和８年４月６日から４月２０日まで 

（２）第２期募集 令和８年６月１９日から７月３日まで 

（３）その他の募集期間 別に定める 

 

（販売限度額） 

第９条 商品券の販売セット数及び金額は、一人あたり１セット（１，０００円）から３０

セット（３０，０００円）までとする。 

２ ただし、商品券の販売状況に応じて、一人あたりの販売金額が５０，０００円に達する

まで販売するセット数及び金額を引き上げることができるものとする。 

 

（販売期間及び交付期間） 

第１０条 販売期間は、次の各号に示すとおりとする。 

（１）第１期募集分 令和８年４月２７日から５月２６日まで 

（２）第２期募集分 令和８年７月１０日から８月３１日まで 

（３）その他の販売期間及び交付期間 別に定める 

 

 

（販売所） 

第１１条 アプリ型の商品券は、盛岡 Value City 株式会社が管理する商品券購入専用ＷＥＢ

ページ上で販売を行うものとし、販売代金の収受は、クレジットカード決済またはコンビ

ニ収納代行のいずれかの方法によって行うものとする。 

 

 

（販売周知） 

第１２条 盛岡 Value City 株式会社が行う販売の周知方法は、次の方法とする。 



（１）MORIO Pay ホームページ 

（２）盛岡商工会議所広報紙 

（３）新聞広告 

（４）ポスター等掲示物 

（５）SNS 

（６）その他 

 

 

第３章 商品券の利用 

（利用期間） 

第１３条 商品券の利用期間は、次の各号に示すとおりとし、各号に示す利用期間を経過し

ても使用されなかった商品券は無効とする。 

（１）第１期募集分 令和８年４月２７日から９月３０日まで 

（２）第２期募集分 令和８年７月１０日から１２月２７日まで 

（３）その他の利用期間 別に定める 

 

（利用限度額） 

第１４条 １回の買い物に対する商品券の利用限度額は設定しない。 

 

（利用場所） 

第１５条 商品券を利用できる場所は原則として盛岡 Value City 株式会社が運営する 

MORIO Pay サービスの加盟店とする。 

 

（対象商品） 

第１６条 商品券は、登録店舗が取り扱う商品及びサービス等について利用できる。ただし、

次に該当するものは対象外とする。 

（１）医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医薬品を含む） 

（２）出資や債務の支払い（税金・振込み手数料、電気・ガス・水道料金など） 

（３）金、プラチナ、銀、有価証券、商品券（ビール券、図書券、店舗が独自発行する商

品券等）、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入 

（４）たばこ事業法（昭和 59 年法律第 68 号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこ

の購入 

（５）事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入商品等の購入 

（６）土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料（一時預かりを除く）等の不動産に係る支払

い 

（７）現金との換金、金融機関への預け入れ 

（８）風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第



２条に規定する営業に係る支払い 

（９）特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの 

（１０）その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの 

 

 

第４章 登録店舗 

（登録店舗の募集） 

第１７条 登録店舗の募集の周知方法は、MORIO Pay ホームページへの掲載、盛岡商工会

議所広報紙への掲載等によるものとする。 

 

（登録店舗の登録資格） 

第１８条 商品券を取り扱う登録店舗は、盛岡 Value City 株式会社が運用する MORIO Pay 

サービス加盟店とする。 

 

（事業所の登録手続き） 

第１９条 MORIO Pay サービス加盟店は特段の申請がある場合を除き、自動的に商品券の

利用可能店舗として登録されるものとする。事業者が新たに MORIO Pay サービスへ加盟

する場合は、盛岡 Value City 株式会社が管理する専用 WEB ページの登録申請フォームに

必要事項を記載し、登録申請を行う電子申請とする。 

２ 事業所の登録申請にかかる登録料は無料とする。 

３ 盛岡 Value City 株式会社は、第１項の申請があったときは、当該申請者が登録資格を有

する場合、当該申請者に登録店舗である証明としてポスター等の広報物を別途配付する。 

 

（手数料） 

第２０条 商品券で決済された金額に対して、登録店舗が負担する決済手数料は無料とする。 

 

（精算方法） 

第２１条 盛岡 Value City 株式会社は、登録店舗にて商品券を用いて決済された金額につい

て、精算業務を委託する㈱日専連パートナーズを通じ、毎月 1 日～15 日までの決済額を当

月末日（該当日が金融機関の休日にあたる場合には、前営業日）に、毎月 16 日～末日まで

の決済額を翌月 16 日（該当日が金融機関の休日にあたる場合には、翌営業日）に、申込時

に登録した銀行口座に入金するものとする。ただし、上記によらない日を設定する場合は、

事前に登録店舗に通告することとする。 

２ 取扱金融機関における振込手数料は、㈱日専連パートナーズが金融機関に支払うものと

する。 

３ 登録店舗の過誤により発生した組戻手数料・再送金手数料は、登録店舗の負担とし、換

金精算金から相殺することとする。 



 

（登録店舗の責務） 

第２２条 登録店舗は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

（１）利用者が利用期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の商品の販売及びサ

ービス等の提供を行うこと。 

（２）商品券を利用できる商品及びサービス等の区分については、登録店舗が任意に指定

することができる。ただし、その場合は商品券利用の可否について利用者へ明確に掲示す

ること。 

（３）盛岡 Value City 株式会社が配付する登録店舗用の広報物を利用者の見やすい場所に

掲示すること。 

（４）偽造等の不正利用の疑いがあるときは、利用を拒否するとともに速やかにその事案

を盛岡 Value City 株式会社に申し出ること。 

（５）登録店舗間における商品券の交換、譲渡、売買、再利用を行わないこと。 

（６）登録店舗自らが購入した商品券を自らが経営する登録店舗で使用し、利益を得よう

とする行為を行わないこと。 

（７）盛岡 Value City 株式会社及び盛岡市が本事業に関する調査等を行うときには、報告

等の協力をすること。 

（８）本約款の規定を遵守するとともに、盛岡 Value City 株式会社の指示に従うこと。 

 

（登録店舗資格の喪失等） 

第２３条 第２２条の各号に違約する行為が認められた場合、盛岡 Value City 株式会社は、

商品券利用の精算の拒否、登録店舗資格の取り消し及び損害金の申し受け等を行うことが

ある。 

 

（紛失等の責務） 

第２４条 登録店舗が、利用者から受け取った商品券の盗難、紛失、滅失、及び商品券の利

用確認の過誤により損害を被ったときは、当該損害は登録店舗の負担とする。 

 

（届け出事項の変更） 

第２５条 登録店舗は、第１９条の申請において提出した内容に変更があるときは、速やか

に盛岡 Value City 株式会社に届け出るものとする。 

２ 前項の届出は、盛岡 Value City 株式会社が別途指定する様式により行うものとする。 

 

第５章 雑則 

（返還請求等） 

第２６条 商品券を購入した者が不正等を目的として、次のことを行った場合、盛岡 Value 

City 株式会社は購入した者に当該商品券のプレミアム相当額の返還を請求し、盛岡 Value 



City 株式会社で審議し決定した処理を取ることができる。 

（１）商品券を他人に売却し、利益を得ること。 

（２）商品券を担保に供し、又は質入れをすること。 

（３）登録店舗自らの事業上取引（商品仕入等）に利用すること。 

（４）登録店舗自らが商品券を購入し、自らが経営する登録店舗において商品券を使用す

ることにより、商品券を換金する行為 

（５）アプリの不正な改造、ハッキング等により商品券に係るデータを改ざんする行為 

（６）その他本商品券の趣旨に反する行為 

 

（盛岡 Value City 株式会社の責務） 

第２７条 盛岡 Value City 株式会社は、次に掲げる事項を執行しなければならない。 

（１）商品券の売上金は、登録店舗への決済金額の入金のために使用する。 

（２）毎月２回の〆日に使用された商品券の実績を取りまとめ、第２１条で定める方法に

より各登録店舗に対して精算を行うこと。 

（３）商品券の発行、利用管理及び在庫数量等を記載した記録を残すこと。 

（４）商品券の盗難、紛失及び滅失並びに第２６条第５項に該当する疑いがある事象が発

生したときは、速やかに盛岡 Value City 株式会社代表取締役に盗難、紛失した商品券数量

等を報告するとともに登録店舗にその旨を通知すること。 

（５）上記の各号のほか、本事業に必要な運営管理を行うこと。 

 

（紛失等の責任） 

第２８条 盛岡 Value City 株式会社の過失による商品券の盗難、紛失、滅失、誤発行による

損害は、盛岡 Value City 株式会社が責任を負うものとする。 

 

（会計） 

第２９条 本事業に関する盛岡 Value City 株式会社の会計は特別会計とする。 

 

（その他） 

第３０条 本事業についての問い合わせ先は次のとおりとする。 

（１）発行者 

ア．名称 盛岡 Value City 株式会社 

イ．所在地 盛岡市清水町１４番１２号 

ウ．電話番号 ０１９－６２１－２８５１ 

（２）精算業務受託者 

ア．名称 株式会社日専連パートナーズ 

イ．所在地 盛岡市中ノ橋通１丁目１４番２１号 

ウ．電話番号 ０１９－６５３－２０００ 



（３）コールセンター 

 ア．名称 MORIO Pay プレミアム商品券 2026 コールセンター 

 イ．所在地 盛岡市中ノ橋通１丁目１４番２１号 

 ウ．電話番号 ０１２０－７７７－０２７ 

２ 本約款に定めるもののほか、本事業実施に伴い必要な事項は、盛岡 Value City 株式会社

が別に定める。 

 

附則 

１ 本約款は、令和８年３月１５日から施行する。 


